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Ⅰ　はじめに

平成の「安保国会」となった第189回国会（2015年１月26日召集，同

９月27日閉会。以下，189国会）は，国会運営の原理についても再考さ

せるものであった。安倍晋三政権は，国会史上４番目に長い95日間の会

期延長を選択し，安保関連法案が成立したのは閉会直前の９月19日だっ

た。直後の世論調査では，案の定，内閣支持率が軒並み下落した⑴。特

定秘密保護法案が審議され，成立直後に内閣支持率が下落した第185回
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国会（2013年10月15日召集，同12月８日閉会）を経験している安倍政権は，

与党で３分の２以上の議席を獲得した2014年衆院選の直後にあり，衆参

両院で過半数議席を占める状況で，なぜ世論の悪化を招きかねない長期

にわたる審議を許容したのだろうか。

この問いは，伝統的な民主主義理論に基づけば，極めて不見識かもし

れない。議会は民主主義政治体制の中心的機関であり，社会的に重要な

法案であるほど，審議に時間を割くのは当然とも考えられる。しかし，

近年の国会研究は，そうした回答が必ずしも自明ではないことを示して

いる。その基礎にあるモデルが，近代経済学の根幹をなす合理的選択論

を応用し，制度選択を含む政治的アクターの行動も，全て効用最大化の

動機で説明できるとする合理的選択制度論である。それによれば，日本

でも採用されている議院内閣制は，立法権と行政権の「融合」を促す制

度であり，議員立法が淘汰されて政府立法が大部分となる現象や，それ

ら政府立法が首相を信任する与党（多数派）によってほぼ確実に成立さ

せられる現象は，制度の帰結として理解される⑵。逆に言えば，審議に

どれほどの時間を割くかという問題は，制度とは無関係なアクターの行

動様式として問う意味はあるにしても，制度の帰結として問う意味はな

いということである。

確かに，189国会をめぐる与党関係者の発言は，一見そのような解釈

を裏付けるようであった。自民党国会対策委員会の佐藤勉委員長（当時）

は，安保関連法案は「非常に大きな法案」で，少なくとも80時間の審議

を必要とし，会期延長の必要性を２月11日時点で示唆していた⑶。また，

⑴�　たとえば，『朝日新聞』2015年９月21日付，『日本経済新聞』2015年９月21日付，

『読売新聞』2015年９月21日付参照。もっとも，10月７日の内閣改造後は，軒

並み持ち直した。

⑵�　合理的選択制度論に基づく研究の動向については，川人（2015）や増山（2015）

がまとめている。
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その後も，国会対策委員会内では，80時間を超える審議が必要といった

意見も出ている⑷。一方で，安倍首相は４月，訪問先のアメリカ連邦議

会での演説で，安保関連法案を夏までに成立させる旨の「決意」を表明し，

国会審議を「形骸化」させるものとの野党の激しい批判を招いている⑸。

つまり，一連の発言を総合すると，相応の審議は行うが，それが安保関

連法案の成否を左右することはないという認識だったと解釈できる。

しかし，見方を変えれば，安保関連法案を成立させるためには，「相

応の審議」を行わなければならないという認識とも解釈できる。どちら

の解釈が妥当なのかについては，恐らく当事者たちもわからなかったは

ずである。と言うのも，与党内でも予想が定まらなかった事実は，何ら

か過去の事例を参照しつつも，安保関連法案がどの事例に当てはまるの

か判断しかねていた実態を示唆するからである。いわゆる不確実性が極

めて高かったということであろう。確かなのは，「相応の審議」という

手続を踏まなければ法案の成否という結果も現れないという認識が，国

会運営当事者たちに共有されていたということである。それは，そうし

た認識を持たせるほどに審議が制度化されていることも示唆する。

ここで想起されるのは，国会研究における古典的概念である粘着性

（viscosity）である⑹。粘着性論は，国会の制度化された立法手続は一

種の障害物のように機能するため，与党が過半数議席を占めていると

しても，法案の成否を左右しかねないと主張した⑺。つまり，法案の審

議と成否は不可分と捉えるモデルであり，それゆえ，前述した近年の国

会研究からは批判されることになる。したがって，これら２種の主張は，

⑶　『朝日新聞』2015年２月12日付，『読売新聞』2015年２月12日付参照。

⑷　『毎日新聞』2015年４月９日付参照。

⑸�　『朝日新聞』2015年５月１日付，同12日付，『読売新聞』2015年４月30日付，

同５月１日付，同４日付参照。

⑹　粘着性概念を日本の国会研究に適用したのが Mochizuki（1982）である。

⑺　いわゆる「障害物競走」モデルについては岩井（1988; 1992）を参照されたい。
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憲法に始まり，衆参両院の先例に至る国会運営を制約する制度配置が，

はたして与党に有利なのか不利なのかという論点をめぐって対置される

がゆえに，相容れないように見える。

ところが，なぜ審議は必要なのかという根本的な疑問を解消できない

という点では，共通の限界を抱える。粘着性論については，与党にとっ

て不利な制度配置が長年にわたって維持されたのはなぜかという疑問を

派生させる⑻。それに対し，合理的選択制度論は，制度の選択も多数派

の効用最大化行動の一環であり，与党にとって不利に見える制度も，実

際は与党に利得をもたらすものであると捉えることで，一貫した説明が

可能であると主張する⑼。しかしながら，前述した通り，内閣支持率を

低下させるなど，国会運営の現場では必ずしも合理的人間像は妥当しな

いようである。仮に，低下する内閣支持率まで精確に予測した上で法案

審議に臨んでいるのだとすれば，安保関連法案の提出や審議をめぐる当

事者たちの「悩み」は不可解なものとなる。言い換えると，方法論的に

は，議決結果を審議の唯一の帰結と捉えることで，それ以前の全ての行

動選択を合理的と跡付けることが可能なのである。

このように，あたかも国会研究が発展するほど，その学術的評価は一

般的（通俗的）評価から乖離していくかのようである。もちろん，それ

が学術的発展の素直な帰結であり，一般的評価が誤っているという可能

性がある一方で，なお学術的評価の方も見直してみる必要があるかも

しれない。筆者は，以前，複数提示されるに至っている新制度論（new 

institutionalism）モデルを実証理論として発展させる上で，国会研究は

有望な分野だと指摘し（川村 2013），実証的根拠を示すための試論的研

⑻�　もちろん，粘着性論が提唱された時代に，後述する新制度論モデルは未発達

であり，制度の選択・変化といった視点が乏しいことには相応の理由がある。

⑼�　後述する通り，こうした主張を展開する代表的な研究が増山（2003; 2010; 

2015）である。
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究を行ったことがある（川村 2014）。その背景にあったのが，学術的評

価と一般的評価の相違はどのように説明されるかという問題関心であっ

たものの，当時は国会運営の原理に未解明の部分があるのではないかと

いう点を指摘するのみで，その理論的基礎の検討はほとんど行っていな

かった。

そこで本稿は，国会運営の原理における未解明の部分として，審議そ

れ自体の意味が明らかにされていないことがあるのではないかと考え，

国会運営の当事者たちが審議を行おうとする動機を理論的に基礎付ける

ことを目的としている。具体的には，先行研究の依拠してきたモデルが，

どうしても議決結果という出力に着目せざるを得なかった要因をまず探

り，それをふまえた新たな概念化を行った上で，今後の研究で考慮する

必要があると考えられる理論前提を確認していく。したがって，いずれ

は検証可能な仮説として整理していくことになるが，その前段階に当た

る作業を行うということである。

本稿も，近年の国会研究と同様，制度がアクターの選択肢を制約する

という，新制度論モデルの有用性を強調するつもりである。ただし，次

の３点において，本稿は合理的選択制度論が決して万能ではないという

前提に立っている。第一に，制度が明文化されていない可能性を考慮す

る。第二に，アクターは必ずしも制度を合理的に選択できるとは限らな

いと考える。そして第三に，アクターは，効用を計算する前に，とりあ

えず制度に従うという選択もとり得ると考える。

以下，Ⅱでは，冒頭で引用した189国会と過去の国会の対比を導入と

して，合理的選択制度論からの説明に付随する理論的困難を確認した上

で，審議時間と効用の関係は４パターンに整理できるのではないかとの

予測を提示する。Ⅲでは，そのうち合理的選択制度論からの説明が可能

なパターンについて検討した後，それだけでは国会における法案審議の

全てを説明できないことを確認する。それを受けてⅣでは，非公式制度
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という概念を認める必要性を強調した上で，そうした非公式制度が形成

される過程について検討する。そしてⅤでは，審議時間と効用の関係を

決める要因は何かという点について最終的に検討するとともに，今後の

研究に向けた計量的な着目点についても予測を提示する。最後のⅥでは，

本稿の位置付けについて確認しておきたい。

Ⅱ　審議の概念化

１　費用としての時間

与党が立法権と行政権の双方を掌握するため，政府立法が大部分とな

り，ほぼ例外なく成立するとか，連合形成のための選挙協力が行われる

といった現象は，議院内閣制議会の特徴として頻繁に言及される。ただ

し，そうした現象は，全て議会制度が変化する過程で生じるものであり，

議会制度の生成それ自体とは厳密に区別する必要がある⑽。したがって，

なぜ国会を含む議会が存在するのかと問われれば，民主主義社会におけ

る意思決定は，構成員ないし代表者の合議によって正統化される必要が

あるからという理由付けに尽きる⑾。したがって，確実に言えることは，

⑽ 　議会制度の生成過程を理論的・実証的に跡付けた研究として Congleton（2011）

がある。合理的人間像を前提とする点では，合理的選択制度論に依拠した議会

研究と共通するものの，情報コストを低減するために慣例や規範が引き継がれ

ていく可能性を指摘した点（37－８）や，審議を合理的選択の一環として捉え

ようとする点（48－９）には，合理的選択制度論の枠内に収まらない新たな方

向性が示されている。

⑾ 　このように問うことは，なぜ審議するのかと問うこと以上に不見識かもしれ

ないが，この問いに正面から答えようとしたのが Congleton（2011）と言える。

もっとも，ここではミル（1997）に代表される古典的事例を引くだけで十分で

はないかと考え，このように結論付けている。すなわち，なぜ日本に国会があ

るのかと問われれば，日本も代議制民主主義を採用しているからという回答で

十分と考えられる。あるいは，Mezey（1979）が提唱した統合機能を挙げても

よいかもしれない。あらゆる政策課題は議会での正統化手続を経ることになっ
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どれほど国会での審議が「形骸化」しようと，民主主義が採用される限

り，長さはどうあれ，審議という手続は必ず踏まれなければならないと

いうことである。

しかしながら，合理的選択制度論に立脚して「なぜ審議するのか」と

いう問いに答えようとするならば，そもそも国会も議会であるという説

明は許されない。審議という行動が選択されるのも，それがアクターの

効用を最大化するからということでなければならない。一つのアプロー

チは増山（2003, 2015）によって示されている。それによれば，議会は

手続の連続体であるが，それは与党に議事運営権（agenda power）を掌

握させるためであると言う。つまり，多数の手続の連続は与党にとって

不利なように見えるが，実際は合理的選択として維持されているとい

う説明である。そのため，限られた会期内に法案を成立させるためには，

優先度の高い法案から提出される必要があり，与党の事前審査もこの観

点から理解される。あえて制限されることにより，時間という資源の希

少性はより高まるため，189国会における「相応の審議」や会期延長等

をめぐる与野党の応酬も，直感的に理解できそうである。

しかし，会期延長の原理を考えると，不整合な部分も出てくる。貴重

な時間を費用として支出するのが審議であり，たとえば委員会であれ本

会議であれ，法案の提出から採決まで最低３時間はかかる議会だとする

と，法案提出者全員にとって最も望ましいのは，全法案が３時間で可決

されることである。この３時間は，法案提出者全員が支払わなければな

らない固定費用であり，３時間を過ぎれば，法案個々の条件に応じた費

用を支出することになる。いずれにせよ，審議時間は限るのが望ましい

　  ているからこそ，集団もまとまるというのが統合機能の要点であり，イギリス

や日本のような議院内閣制諸国の議会も，当然ながらそれを有する。いずれに

せよ，正統化手続こそ審議であり，議会で審議が行われるのは当然という結論

で十分であろう。
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はずのところ，会期を延長して「相応の審議」を行おうとするのは，時

間の希少性を逆に低め，費用を安くする。これは，会期が短いと，費用

が高くつき，逆に不都合な場合もあるということにほかならない。

図１　３国会での閣法累計提出数の推移

図２　３国会での閣法滞留数の推移
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それゆえにこそ，189国会では95日間の会期延長が選択されたのだろ

うし，田中角栄政権時代の第71回国会（1972年12月22日召集，1973年９

月27日閉会。「通年国会」と通称される。以下，71国会）も同様の事情

で会期が大幅に延長されたと理解されている⑿。図１と図２は，岸信介

政権時代の第34回国会（1959年12月29日召集，1960年７月15日閉会。従

来の「安保国会」。以下，34国会）を加え，３国会における閣法（内閣

提出法律案）の累計提出数と，まだ成立していない閣法数を表す滞留数

の推移を時系列で示している⒀。1990年の国会法改正まで，常会は12月

に召集されるものの，すぐ休会となり，１月末に再開されるという慣例

が存在した。図１と図２では，34国会と71国会については休会中の推移

を省略し，189国会の召集日である１月26日以降に統一している⒁。

年度末の３月末までに大方の閣法が提出され，処理が始まるという点

では同様の傾向を示すが，３点ほど相違も確認できる。第一に，過去の

国会と比べれば，189国会の閣法提出数はかなり少なく，与党の負担は

相対的に軽かった。第二に，提出数が４月以降も増え続けた34国会に比

べれば，189国会では，２月中旬からの１ヶ月半ほどで集中的に閣法が

提出されている。そして第三に，４月上旬から６月中旬まで閣法処理が

滞りがちだった過去の国会に比べれば，189国会では着実に処理が進ん

でいる⒂。このように，189国会は，全体的には計画的に運営されてい

たと言える。したがって，国会で審議される法案には，審議の見通しが

⑿　71国会については井芹（1990）参照。

⒀�　1960年は閏年であったため，1973年と2015年にも２月29日があったものと

して図示している。

⒁�　なお，34国会は1960年１月30日に，71国会は1973年１月27日に再開されている。

⒂�　筆者は，限られた時間で着実に審議を重ねられるのが1990年代後半からの特

徴であると指摘したことがあり（川村 2011），その傾向は189国会でも崩れな

かったと言える。
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立つものとそうでないものが混在しており，後者のために会期を延長す

る必要が生じるなど，必ずしも時間的資源が戦略的に消費されるわけで

はないようである。

会期を限るのも延長するのも与党であり，はたして与党は審議時間を

めぐっていかなる効用計算をしているのだろうか。審議の見通しが立た

ない場合，どれほどの審議時間を消費すれば効用を最大化できるかにつ

いて，明快に計算できているかは疑わしくなる。それにもかかわらず，

審議時間については，これまで（筆者を含めて）特段の検討もなく議決

結果（野党の賛否等）の説明変数として用いられたりしてきたが，ここ

で再検討しておきたい。

２　議決結果との関係

審議が終わると採決が行われ，議決結果が得られる。言い換えれば，

審議とは，議決結果を得るための手続である。前述した通り，審議時間

には，固定費用としての不変部分と，法案個々の事情に応じた可変部分

がある。前者は国会法以下の関連法規より必然的に導かれるが，後者は

文字通り法案ごとに決められる。前者も制度選択の観点からは興味深い

論点であるが，焦点となるのはやはり後者である⒃。すなわち，審議時

間の可変部分を決める原理であり，全くのランダムな事象として観察さ

れるのか，それとも何らかの行動様式が確立しているのかという点であ

る。

議院内閣制の場合，議決結果で最も注目されるのは野党の賛否となる。

すでに確認した通り，与党の党議拘束が有効である限り成立は保証され

ているからである。すなわち，議決結果は，基本的に政党の議席数に

⒃�　前者の論点については，増山（2010）が国会会議録を通じた検討を行ってい

る。また，欧州諸国を対象とした多国間比較としては Döring（1995）がある。
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よって決定されてしまう（三船 2016）⒄。言ってみれば，野党の賛否も

数値の高低にすぎない。それにもかかわらず，合理的選択制度論に基づ

く国会研究は，その検証作業において議決結果に注目してきた。たとえ

ば，主に回帰方式の多変量解析において，従属変数として野党の賛否や

賛成率を用い，提出から議決までの審議過程を反映する諸指標を説明変

数に充てるという具合である⒅。変数の関係から見通せるが，その結論は，

審議時間が長引くほど野党の反対確率は高まる，あるいは賛成率は下が

るため，決して野党の賛成を得るために審議が行われるわけではないと

いうことである⒆。そうすると，逆説的に，時間の経過は変数として大

した重要性を持たないようにも見える。ところが，会期末が近付くほど

時間の重要性は相対的に増すこともわかっている⒇。

こうした明らかな理論的困難にもかかわらず，合理的選択制度論に依

拠する先行研究が，従属変数として議決結果に注目せざるを得なかった

のは，効用を最大化する結果を得るためにこそ行動は選択されなければ

⒄�　多数派の一体性に疑いを挟むことなく，多数派が提案を行った時点で全ては

決するという前提を置くことは，フォーマル・モデルを洗練させるためにも不

可欠となる（e.g. Romer and Rosenthal 1978; Baron and Ferejohn 1989）。

⒅�　従属変数にプロビット変換された野党各党の賛成率，説明変数に対数変換

された審議日数を用いる例（増山 2003; 2015）や，従属変数に全政党を対象と

した賛成比率の近似推定値，説明変数に審議日数をそのまま用いる例（川人 

2005）等がある。福元（2000）は，反対政党数や野党の賛否とともに，「日程値」「日

程間値」といった指標，あるいは審査回数を用いた分析を行っている。筆者は，

従属変数に野党第一党の賛否，説明変数に議院運営委員会での「つるし」の日

数や委員会審査の日数とともに，審査回数を用いたことがある（川村 2011）。

⒆�　ただし，福元（2007）は，長い審議の先に法案の修正も行われやすいと指摘

している（25）。

⒇ 　いわゆる生存分析（生存時間解析などとも呼ばれる）という統計解析の手法

は，時間の経過が事象の発生確率を高めるものとして，諸変数の作用を見るも

のであり，いわば時間の「重み」を確率密度関数という形で表現したものと言

える。増山（2003）は，分析に先立って解説を行っている。
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ならないという前提のためであろう。と言うのも，合理的選択の前提を

置く限り，結果を望まない行動はあり得ず，審議という時間の経過も，

全ては与党の望む法案が成立するという結果を得るために，いくつかの

手続を処理する過程で生じると考える必要があるからである�。つまり，

合理的選択制度論からは，審議時間の意味について，「意味はない」と

いう形で消極的に回答するしかなくなるのである。一般的に，合理的選

択の前提を置く限り，望む結果は期待効用として空間上に定義される必

要があり，時間が積極的に考慮されることはほとんどなかったのである

（Heath 2008, 80－１）。

ここで重大な疑問が生じることは，もはや明らかであろう。時間が経

つほど法案不成立のリスクが高まるとすれば，審議は短い方がよいこと

になる。事実，短い審議で成立する法案ほど野党の賛成率も高いわけで

ある。ところが，実際には重要法案，すなわち立法化の効用が大きい法

案であるほど，審議のリスクも相対的に高まるはずであるにもかかわら

ず，審議時間は長くなる。そうすると，与党の国会運営は矛盾に満ちて

いるように見えてしまうのである。もちろん，論争的な議題であるほど，

解決までの時間も長くなるという関係を想定すること自体は合理的であ

る（Jupille 2004, 34－５）。問題は，議院内閣制議会の場合，法案提出時

点で論争はすでに決着しているはずであり，審議に時間を割くことの合

理性が自明ではないという点にある。

たとえば，立法手続を展開形ゲームに置き換えた場合，審議するか否

かの選択過程を手番と見立てることもできる。しかし，その場合，当然

ながら野党も手番を与えられ，選択を行うわけであり，それは野党との

相互作用を認めない前提に反することになる。つまり，野党も与党と同

��　いわゆる道具主義（instrumentalism）として知られている（たとえば March 
and Olsen 1989: 6－7を参照）。また，数理的なモデリングを行うためには，解は

与えられる必要があるという技術的な要請もある（Diermeier 2014）。
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格のゲームのプレイヤーと捉えなければならない。さらに，たとえ野党

を同格のプレイヤーと前提するとしても，手番の多さは選択肢の多さを

意味し，野党の賛否に対する予測を難しくする。すなわち，わざわざ情

報の不確実性を高めるような選択を与党がするはずはないという点にお

いて，合理的選択制度論の範疇を超えていると言える。

そうした難点を克服する試みが，合理的選択制度論の立場からされて

いないわけではない。たとえば，増山（2009）の「立法的効用」と「選

挙的効用」という区別は重要である。否決の確実な内閣不信任決議案を

野党が提出する動機をめぐり，与党の国会運営を妨害するといった立法

上の効用は認められない（むしろ立法が促進される）ため，世論等を意

識した態度表明として，政府の責任を明確化するところに求められるの

ではないかとしている。さらに，その後の研究では，55年体制初期の国

会で見られたような野党の物理的抵抗を集合行為問題の一種の顕在化と

捉えた上で，与党の多数主義的運営を保障する権力融合の制度に反しな

い範囲で，与野党の合意が尊重されてきたという具合に，合理的選択制

度論と矛盾しない説明を試みている（増山 2015）。立法過程を，選挙に

始まる政治過程全体の中に位置付けて検討するというアプローチは，む

しろ古典的であるが，合理的選択制度論との整合化を図った点に画期性

がある。このアプローチは，現実の国会運営を説明する上でも実感に近

いものとなる。

とは言え，そうした説明も，疑問を明確化するだけかもしれない。す

なわち，歴代与党は，野党との間に形成された慣行を，なぜ遵守してき

たのだろうか。審議過程が議決結果を左右することがないならば，審議

に時間を割く行為は，与党にとって全くの利他行為だろうか。確かに，

いかなる審議手続をとろうと議決結果を左右することがないならば，審

議過程で利他精神を発揮することに支障はないように見える。しかしな

がら，審議に時間を割くことは，前述したように野党の反対確率を高め
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るに留まらず，法案不成立の確率も高めるため，全く左右しないという

わけでもない。したがって，与野党合意に基づく慣行も，与党に何らか

の効用を期待させる，あるいは何らかの原理によって遵守が強制されて

きたと考えるべきであろう�。

そうした可能性を考慮することは，日本の国会制度は多数主義的であ

るとする近年の定説と矛盾するわけではない。むしろ，多数主義的国会

論の理論的困難を解消するという形で，補強するものである。以下では，

国会運営を主導するのはあくまで与党であるという観点から，「なぜ審

議するのか」について理論的な予測を行ってみたい。

　３　審議の動機をめぐる四つの予測

予測を行うためには，置かなければならない前提が二つある。第一に，

筆者は，審議過程と議決結果を厳密に区別する。すなわち，議決は議会

の機能であるが，審議も独立した機能であり，両者は必ずしも不可分で

はないと捉える。たとえば，党首討論の通称で知られている国家基本政

策委員会（衆参両院）や行政監視委員会（参院）は，必ずしも議決を目

的とした組織とは言えない。したがって，議決結果がもたらす政策的帰

結が合理的であっても，それは偶然かもしれず，審議過程における全て

の判断も合理的であったことを必然的に意味するわけではないと捉える

ことになる。

そして第二に，政党や議員にとっては時間も貴重な資源であり，配分

��　確かに，人間という動物の特徴は，互恵性がないとわかっている一度限りの

相互作用においても利他精神を発揮する点にあるとの指摘がある（Heath 2008: 

178）。しかし，同時に，利益を得られる行為か失う行為かを学習できるため，

利益を失う行為をし続けるわけでもない。したがって，たとえ与党の利他精神

が一度限り例外的に発揮されたとしても，それが野党を利するだけで何の利益

ももたらさないとわかれば，同様の状況下で不可解な利他的行動をとり続ける

とは考え難いという理解が前提にある。
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の対象になると捉える。歴史的制度論における重要な概念として，事象

の発生順序に帰結が制約されるとする配列（sequencing）があるが，そ

の配列概念が妥当する典型的事例として議会審議が挙げられる（Pierson 

2004: 64）。もちろん，合理的選択制度論においても時間は考慮されるが，

そこでは専ら割引因子（discount factor）概念で捉えられる。つまり，時

間が経過するほど効用の割引率は大きくなるため，時間はなるべく節約

したいという動機が前提されている�。そうではなく，時間も配分の対

象になるということは，議会審議において，むしろ時間をかける方が好

まれる場合も想定するということである。

図３　審議時間（t）と効用（u）をめぐる4パターン

��　議会研究の分野では，Cox and McCubbins（1993: Appendix 2）や Tsebelis and 
Money（1997: Appendix 4.A）等の用例が著名と思われる。前者は一院内にお

ける議題化の順序に関するモデル化，後者は二院間における議案の往復に関す

るモデル化という違いはあるものの，どちらも時間が経過するほどゲームのプ

レイヤーの効用を減少させる時間割引因子 d（0<d<1）を定義している。
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以上二つの前提からは，審議過程が議決結果を左右するのではなく，

むしろ逆の因果関係が示唆される。すなわち，議決結果が先に与えられ，

それに向けていかに時間的資源を配分していくかが決められるという関

係である。その上で，可変部分の審議における時間消費を与党が選択す

る場合，審議時間（t）と効用（u）のあり得る関係，および与党がそう

した選択を迫られる理由を予測してみると，次の４通りがあり得る。こ

れら相互の関係については，図３にも示す通りである。

Ａ ．審議時間と効用は，一貫した比例関係にある。この場合，与党の選

択は，合理的選択として問題なく説明可能となる。

Ｂ ．審議時間と効用は，ある時点まで比例関係にあり，そこを過ぎると

反比例関係に転ずる。この場合，一定程度の時間消費は合理的選択と

して説明可能であるが，残余の時間消費は一種の失敗と捉えられる。

なお，逆に，ある時点から比例関係に転ずる場合もあり得るが，ここ

ではＣのパターンに含まれるものとする�。

Ｃ ．審議時間と効用は，一貫した反比例関係にある。この場合，時間消

費を強制させる何らかの作用が働いていると考える必要がある。

Ｄ ．審議時間と効用の関係は定常である。これは，合理的選択制度論か

ら捉えれば，議院内閣制の究極の均衡状態と言えるものの，審議時間

が長くなるとすれば，Ｃと同じく，やはり何らかの作用を考慮する必

要がある。

これらの予測から，いくつかの論点を抽出できる。第一に，合理的選

択制度論が妥当するパターンはどれかということであり，該当するのは

ＡとＢしかないだろう。と言うのも，合理的選択制度論の前提に立つ限り，

��　ある時点まで反比例関係ということは，時間消費を強制させる何らかの作用

で審議を始めたところ，ある時点で与党の効用増大に資するようになったとい

うパターンであるが，それは偶然性の結果であることを意味し，積極的に時間

を消費する動機とはなり得ないことから，無視するということである。



国会審議の理論的基礎――川村

69

効用が不変，まして減少するような選択は理論的にあり得ないからであ

る。第二に，その派生論点であるが，ＣとＤにおいて，時間消費を強制

させる作用の発生原理である。この場合，制度の存在が真っ先に予測さ

れるが，どこまでを制度と定義するかが問題となる。そして第三に，そ

れら全体に関わることであるが，与党の行動選択パターンがどれか一つ

ではないとすれば，それを分ける基準は何かということである。この論

点では，議会制度から均衡がただ一つ導かれるわけではないことが示唆

され，議会の捉え方をめぐる議論へと波及しそうである。以下では，三

つの論点を順次検討していき，それぞれのパターンが妥当する条件を検

討していきたい。

Ⅲ　効用最大化モデルが妥当する条件

１　効用概念と不確実性

言うまでもなく，合理的選択制度論の前提となっているのは，アクター

の動機としての効用最大化である。ただし，ＡとＢのパターンでは，審

議の動機付けが異なる。Ａの場合，効用は一貫して増加するのであるか

ら，なるべく審議時間を確保しようという動機が働く。それに対してＢ

の場合，中途から効用は減少するのであるから，適切な審議時間を見極

めなければならない。したがって，審議過程と議決結果の関係について，

Ａでは一種の信念に基づいているのに対し，Ｂでは不確実性を払拭でき

ていないという大きな違いがある。まず，この２パターンが妥当する議

会審議の条件について検討してみよう。

効用最大化動機が妥当する場面は，政治現象においても多く存在する

であろう。そもそも代議制民主主義は，選挙を通じた合法的な権力獲得

を目指してアクターたちが競い合う政治体制であり，合理的選択を行っ

ていないとすれば，それはそれで不可解なことである。実際，政治学に
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おいて，最も古くから経済学的な効用概念が用いられた分野は，投票行

動の研究である。有権者はなぜ投票へ出向くのかという論点が中心的に

議論されてきたが，その過程では，有権者の効用概念が徐々に拡張され

てきた。この一連の流れは，議会審議の効用概念を考える上でも参考と

なる。

経済学的効用概念を投票行動研究に適用した古典として知られる

Downs（1957）は，支持する候補者が当選することによる政策の実現を

有権者の効用と定義した。ところが，１票が投票結果を左右する可能性

は僅少であり，そこまで明確な計算を行っているとは考え難いと指摘さ

れるに至った。それを受け，種々の修正概念が提示されたが，著名なも

のとして Riker and Ordeshook（1968）の市民的義務感がある。投票へ出

向くことによって市民的義務を果たしたという満足が得られれば，選挙

結果を左右するか否かに関わらず，その有権者の効用は最大化されたこ

とになるという概念化である。

こうした効用概念の拡張は，議会審議の効用概念にも当てはめること

ができるかもしれない。議会での政党・議員の投票行動に古典的効用概

念を当てはめれば，有権者からの支持の調達ということになるだろうが，

支持を最大化する審議時間を精確に，しかも法案ごとに計っているとい

う前提は，やや現実離れしているだろう�。それと比較すれば，義務感

の方がより現実的な前提である。すなわち，審議に時間を余分に割いた

��　この点に深く関わる研究として，いわゆる戦略的に洗練された投票（sophis-
ticated voting）はどこまで可能かという論点をめぐるものがある。固定された

議題（agenda）があり，それに対する賛否の効果を高い確率で予測できる場合，

アクターは逆戻り推論で投票行動を決定する（いわば「勝ち馬」に乗る）とい

うのが，戦略的に洗練された投票の概要である。そうした投票行動がどこまで

可能かについては，やはり懐疑的な主張が支配的となっている（e.g. Krehbiel 
and Rivers 1990; Jenkins and Munger 2003）。
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ところで議決結果を左右するわけでもないと考えられる場合，与党が審

議を行う動機として，そうすることに対する一種の義務感を抱いている

という可能性はある。それであれば，議決結果が既に見通せているはず

の議院内閣制議会において，パターンＡのように審議すればするほど効

用が増加するという，一見したところの理論的矛盾も解消できる。

もっとも，そのためには，審議するほど効用は増加するという点に

ついて，義務感とは別の信念を抱いていることが必要である�。つまり，

審議の先に控えている議決結果が原案の「可決」であれ「修正」であれ，

また，野党の賛否がどうあれ，いかなる議決結果であっても，それを正

確にふまえた上での審議でなければならないということである。そうで

なければ，議決結果が不確実な中での審議を余儀なくされるということ

であり，それはパターンＢの場合である。ここに，ＡとＢを分ける基準

がある。したがって，パターンＡに該当する審議であると言えるために

は，与党が審議時間を長く確保することに対する義務感を有するととも

に，議決結果に対する信念も有することが必要である。

それに対し，中途まで効用が増加すると捉えるＢは，不確実性を軽減

するために行われる審議であることを意味し，議決結果が定まって以降

の効用は減少に転ずる。結論（議決結果）を出すために議論（審議）す

るという，ある意味では理想的な議会像と言えるが，議院内閣制議会に

とっては稀なパターンであるというのが通説の示すところである�。も

��　ここに言う義務感と信念は，厳密に区別されるべきものである。義務感が，

審議することによって得られる満足感，すなわち議決結果（効用）を得ようと

する欲求であるとすれば，信念とは，そうした満足感がどの程度の確率で得ら

れるかに関する認識を指す。参考になる議論として Heath（2008: 71－7）を参

照されたい。

��　パターンＢのような事例は，戦略的に洗練された投票が稀に可能となる場合

と同様に発生すると考えられる。すなわち，議題設定者（agenda setter）が戦

略的に行動できず，議員の賛否が不明なままの法案が提出され，むしろ議員
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ちろん，審議を重ねるほど修正も行われやすくなるなど，審議過程と議

決結果が関連する場合もあり，妥当する事例が少数ながらある�。つまり，

パターンＢに該当する事例は，次のいずれかである。一つは，可決すら

覚束ない状況で，文字通り多数派形成が行われる結果，審議に時間を費

やす場合である。もう一つは，与党の賛成によって可決の見込みは立っ

ているが，その内容に何らかこだわる場合である。前述の修正はこの場

合に当たる。

いずれの場合も，プレイヤーとしての政党間で提携を模索する協力

ゲームが展開されることになろうが，協力ゲームが成立する絶対条件と

して，提携に参加する方が，参加しないよりも利得を多くできることが

挙げられる。したがって，パターンＢに該当する審議であると言えるた

めには，多数派形成の場合であれ，議決の内容にこだわる場合であれ，

与野党ともに利得が増加する法案でなければならない�。つまり，パター

ンＡとは異なり，法案の内容が決定的となる。そして，当該法案の内容

に見合うだけの審議時間が経過した時点で効用は最大化され，そこを過

ぎると余分な審議時間として効用は減殺される。

　  の側が戦略的に投票しなければならないような場合である（実証的根拠ととも

に理論的検討を行っているものとして Groseclose and Milyo 2010 参照）。国会

の文脈に当てはめれば，議題設定者である与党が何らかの欠陥を抱えている場

合が該当するかもしれない。

��　注（19）に挙げた福元（2007）を参照されたいが，川村（2011）は，いわゆる防衛

関係 2 法をめぐる，かつての野党第一党であった民主党の事例に触れている。

��　議決内容にこだわる場合の利得は，万が一政策が失敗に帰した場合のコスト

負担を分散させられる点に求められるだろう。すなわち，単純な空間モデルを

前提すると，野党との提携は，与党にとって実際の政策が最適の理想点から離

れてしまうことを意味し，利得は減らざるを得ないはずであるが，政策が失

敗する危険性を考慮すると，一転してコスト負担の分散というメリットが発

生するのである。利得とコストの集中と分散によって生じる現象については

Wilson（1995: ch.16）を参照されたい。
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２　残される疑問

以上のような条件が揃えば，確かに合理的選択制度論に基づく説明は

可能となる。しかしながら，それでもなお残る疑問がある。まずパター

ンＡの場合，審議するほど効用が増加するのであれば，いったいどこで

審議を打ち切るのだろうか。図４には，本予算が審議された国会（多く

は常会）を対象に，衆議院で先議された新規提出閣法が何日で同院を通

過したかについて，その最大値・最小値・中央値を示している�。全会

一致法案と多数決法案を分けた上で中央値を見ると，全会一致法案で

あっても，多数決法案とさほど変わらない審議時間が確保されている実

態を読み取れる。さらに，最大値を見ても，全会一致法案だからと言っ

て，必ずしも日数が少なくなるわけではない。

つまり，図４が示唆することは，多くの場合，審議時間と議決結果の

間に明瞭な関係は存在せず，審議時間それ自体は独立的に決定されるの

ではないかということである�。このことは，審議を行わなければなら

ないと考える義務感と，議決結果に対する信念は別物であるという，前

述した前提とも整合的である。そうすると，議決結果に代わる何らかの

基準に依拠して審議時間も決定されていることになる。加えて，そうし

た基準が当事者間で共有されているということでもある。

��　大部分のデータは，川人貞史先生から頂いたものである。記して感謝申し上

げたい。平均値を使用しても多少日数が増える程度であったが，ここでは論旨

に合わせて誇張しているとの批判を回避するため，無難に中央値を用いている。

��　だからと言って，審議するほど野党の反対確率は高まるという先行研究の主

張が誤っていたと言うわけではない。図４が対象としている閣法のみを見ても，

多数決法案は全会一致法案より５% あまり多くなっており，野党のどれだけが

反対したかに応じて細分化すれば，確率論的には確かにそうした関係が見出さ

れるのである。したがって，ここで言いたいことは，一定の審議時間を要する

のは全会一致法案でも同様だということは確認できるため，あたかも審議時間

の長短だけを見れば議決結果も見通せるかのような因果関係を無批判に前提す

ることは，妥当性を欠くだろうということである。



法政論叢――第６8・６9合併号（2018）

74

図４　衆議院通過日数（最大値・中央値・最小値）の比較

※ 対象は，本予算が審議された国会（多くは常会）にお
いて，衆議院に提出された新規の閣法（1947～2015年）。



国会審議の理論的基礎――川村

75

これらの事情はパターンＢでも同様である。はたして，適切な審議時

間はどのように見極められるのだろうか。また，そもそも，不確実性を

払拭できないため，とりあえず審議を重ねるという判断は誰が行うので

あろうか。つまり，法案個々の事情が異なるのは当然として，そうした

異なる事情に応じた判断を，誰が，どのような基準で行うのかという疑

問は残る。

ここで，制度の定義をめぐる検討が不可避となろう。と言うのも，そ

のつど判断の原理が異なるならば，法案ごとの審議時間のばらつきはラ

ンダムな事象と捉えられるのに対し，もし一定の規則性が見られるなら

ば，それは均衡，すなわち一種の制度化が背景に認められるかもしれな

いからである。もっとも，合理的選択制度論において，均衡とは制度に

誘導されるものと捉えられ，これが公式制度（formal institution）のみを

「制度」と定義する背景ともなっている�。つまり，合理的選択制度論

に立脚する限りは，ランダムな事象と捉えるしかない。

一見，それでも支障はないように見えるが，次の２点において，合理

的選択制度論からの一貫した説明は困難と考えられる。第一に，議院内

閣制という公式制度の導く究極的均衡が，政府立法全ての成立であると

するならば，不成立が確実視される（信念が共有されている）法案が提

出されることはあり得ず，パターンＡとの間に深刻な矛盾を来す。第二

に，パターンＢも同様の理由で稀であるという点は前述した通りであり，

こちらを中心に据えるわけにもいかない。

このように，パターンＡＢそれぞれに固有の難点があるのに加え，そ

れを合理的選択制度論に立脚することで解消しようとすると，さらに矛

盾が深刻化する。つまり，パターンＡＢの難点を解消しようとする試み

��　制度と均衡の関係に関する古典的研究として Shepsle and Weingast（1981）を

参照。
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は，必然的に合理的選択制度論以外のモデルの適用可能性を探ることで

あり，それが制度概念の見直しを促すのである。

そこで次に，議会研究における制度の定義について再考し，いわゆる

非公式制度（informal institution）の概念を取り入れるべきか否かという

点について検討しよう。これにより，審議を強制させる何らかの原理を

前提とするパターンＣＤの説明も可能となる。

Ⅳ　制度の定義をめぐって

１　なぜ審議するのか

残るパターンＣＤに該当する法案審議は，そもそも「なぜ審議するの

か」という根本的疑問を惹起させるものであるが，実はパターンＣの方が，

前述した時間割引因子の公式との整合化を図りやすい。すなわち，時間

をなるべく節約したい資源と捉えるのであれば，時間が経過するほど効

用も減少するというパターンＣの方が適合的なのである。つまり，合理

的選択制度論からはパターンＡの方が適合的という前提で議論を進めて

きたが，時間割引因子を考慮すると結論が大きく変わる。そうすると，

この矛盾の要因は，議会研究に合理的選択制度論を適用する際の理論展

開にあるということになる。

ここで再考の余地があるのは，そもそも合理的選択「制度」論と合理

的選択論は全く異なるということであり，矛盾も，両者が往々にして混

同されることに端を発すると考えられる。合理的選択論からは一貫した

説明が可能であっても，合理的選択「制度」論からは難しいという場合

があり得る。前述した通り，合理的選択制度論が，制度の定義を公式制

度に限定するのは，あくまで制度を制約条件と見る前提のためである。

すなわち，制度はルールであって，いかようにでも合理的に変更できる

ものでなければならない�。したがって，無意識的に形成され，変更も
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容易ではないような，いわゆる非公式制度という概念は認められないの

である。これは，一見するところ，政治現象を考察するに際して不可欠

な制度の定義を，合理的選択論と適合させようとした努力の結果と言え

る。

しかしながら，制度を公式制度に限るという態度は，決して合理的選

択論から必然的に導かれるという意味での，経済学由来のものではない。

むしろ，近年の経済学においては，道徳や規範といった典型的な非公式

制度が外部不経済の緩和等に貢献することをふまえ，公式制度と同様，

経済取引における制約条件の一つになることが認識されている�。この

ことが何を意味するかと言えば，効用最大化動機という前提を置く合理

的選択論と，非公式制度を認める立場は矛盾しないということである�。

経済学における洗練された理論的アプローチに範をとり，政治学におい

ても曖昧な概念を極力排除しようとした結果が，公式制度に限るという

立場だったと言える。結局のところ，制度を公式制度に限るという合理

的選択制度論の態度は，分析アプローチの簡素化という方法論的要請に

基づいており，モデルの説明力を向上させるという理論的要請に基づく

ものではないということである。

制度概念を非公式制度にまで拡張することに対しては，その曖昧性を

�　新制度論モデル相互の比較としては Keman（1997）を参照。

��　今ではこの分野の古典的業績となった North（1990）が，非公式制度の重要

性を指摘していたことは良く知られているだろう。また，スタンダードな経済

学の教科書として極めて著名な Mankiw（2012）も，道徳律や社会常識による

外部不経済の解決に言及している（210）。

��　たとえば，アクター同士で構築されるネットワークは，非公式制度に対する

認識を共有するために機能するが，近年では，そうしたネットワーク概念を

認めることと合理的選択論の前提は矛盾しないことが強調される（Ringe et al. 
2012）。したがって，ゲームのルールはアクター相互間で共有されていなけれ

ばならないというのが，合理的選択「制度」論が公式制度に限って考慮する理

由（e.g. Tsebelis 1990: 94）であったが，それも絶対的なものではなくなる。
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根拠とする批判も根強い（e.g. Pierson 2004: 104）。一方で，では公式制

度とは何かという点についての合意は得られているかと言うと，議会研

究に限らず，必ずしもそうではない�。明文化された制度という基準は，

一見明快であるが，では申合せを文書化したものは当然のこと，現代社

会では電子メール等を通じた合意事項もその基準に合致するのかなどの

問題が浮上する。つまり，非公式制度という概念は曖昧であるという批

判は，今では公式制度についてもそのまま投げ返されるのである。

政治学においても，非公式制度の重要性を否定できないことは，制度

の重要性を指摘した March and Olsen（1984）が，合理的選択論の限界

とともに制度の曖昧性を指摘していた時点で，すでに明らかだったと言

えよう。考えてみれば，アクターは戦略的に行動するという理論前提と

制度の定義は，異なる次元の問題である。戦略的に行動する場合の判

断基準として制度が重要であることは言うまでもないが，言い換えれ

ば，そのアクターが制度と認識しているか否かが決定的に重要なのであ

る。このように解釈すればこそ，時間割引因子と整合的なパターンＣも

スムーズに認めることができる。

さらに，議会政治においては，非公式制度を無視できないもう二つの

理由がある。第一に，官僚機構との違いである。官僚機構は，政策の執

行機関であることによる透明性の確保，および合理化の要請から，明文

化されたルールに基づく厳格な運営を旨とする�。それに対して議会は，

（本来は）政策の立案機関であり，その時々の環境をふまえた柔軟な運

営が求められる。したがって，公式制度による議会運営の定型化の重要

��　明文化という基準については，「羊皮紙に書かれた制度（parchment institu-
tions）」という Carey（2000）の比喩が良く知られているが，彼自身もその定義

の難しさを指摘している。

��　たとえば，西尾（1990）による，「依法性」（38-41）や，準則の定立と公開

（331-6）に関する説明を参照。
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性が認められつつも，一方で非公式制度の存在も高い確率で推測される

のである。そもそも，審議することそれ自体が，官僚機構との最大の違

いとしてウェストミンスター型議会の理念型になったとも指摘される

（Palonen 2016: ch. ６）。

そして第二に，政党の存在である。この政党という概念も実は厄介で

あり，ある時は単一アクターとしての組織と捉えられ，またある時は制

度の一種と捉えられる�。しかし，いずれにしても本稿で言えることは，

政党はアクターを制約する制度を増やす存在ということである。すなわ

ち，党則に見られるように，政党にも独自の制度が存在するため，狭義

の議会制度とあいまって広義の議会制度を形成する。そして，政党内で

形成される制度には，人事慣行に代表されるように，明文化されていな

いものも多数含まれる� 。

２　非公式制度とは何か

このように，パターンＣに該当する審議であると言えるためには，審

議を強制させる原理として，審議の流れを決定する権限を与えられたア

クターと，そのアクターが適切な審議時間を見極めるための基準が整え

られていなければならない。たとえ明文化されていなくとも，これは一

種の制度化と捉えられ，その行き着くところにパターンＤのような審議

も現れることになる。すなわち，何らかの規範意識を共有するアクター

が存在する場合，たとえ効用に増減がなくとも，審議それ自体が一種の

ルーティンと化すのである� 。ここに，議会における非公式制度の概念

��　政党組織が多数の制度の集積によって成立していることを示した研究として

Panebianco（1988）参照。

��　たとえばシニオリティ・ルールであり，自民党における制度化過程を明らか

にした研究としては川人（1996a; 1996b）がある。

��　個人的習慣との違いなど，ルーティンの定義については Hodgson（2008）参照。
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化を図る上での有力な根拠がある。

政治学分野においては，教師や警察官ら，現場に接する第一線官僚が

困難な事態に直面し，いかなる判断をもって政策を執行するのかを考

える際，ルーティンの重要性が指摘される（McKeown 2008）。ルーティ

ンとは定型化された行動様式であり，その背後に一種の制度が形成さ

れ，アクターの行動選択における判断基準となる（Berger and Luckmann 

1966: 51－２）�。ルーティン化のきっかけとなるのは，ある行動選択が

アクターにとって成功する場合である�。したがって，議会審議におい

ては，パターンＡやＢのような審議が行われ，結果として効用が増加し

た場合が該当し，それをきっかけとして審議には一定の時間を割く方が

無難であるという意識が当事者たちに共有されることになる。その結果，

効用の増減にかかわらず，一定の審議時間が確保されるようになる。前

述した通り，法案ごとの審議時間を精確に見極めることは困難なはずで

あり，議会運営当事者たちの困難は，第一線官僚のそれと何ら変わらな

いであろう。

組織にとってのルーティンは，個人にとっての習慣と同格であるが，

構成員の変化にもかかわらず受け継がれていく必要がある�。そうでな

ければ，制度化されたとは言えない。規範を共有する一団を表す概念と

して，ネットワークがある。それはアクター同士が有機的に連結された

構造の総体であり，そこに与野党の別はない。与野党双方の議員が有機

的に連結され，何らかの規範意識を共有するネットワークなどあるだろ

��　中島（2014）は，国会における与野党対立の「可視化」を，「一種の制度化（儀

礼化）された形」としている（231）。

��　Miner et al.（2008）は，ルーティンの形成過程を，変異（variation），選別

（selection），記憶（retention）の３段階として整理している。

��　桑嶋・高橋（2001）は，個人記憶と組織記憶の本質的違いとして，命題を提

示している（44）。
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うか。日本の場合，アクターたちを制約する様々な制度を見ていくと，

与野党が共通に制度化している組織として，国会対策委員会があること

に気付く。詳細は別稿で論じたいが，与野党ともに同様の制度化を図っ

ている事実は，非公式制度が生まれる要因として概念化されているとこ

ろの同型化（isomorphism）の帰結である可能性を示唆している。

ここまでの検討から確実に言えることは，非公式制度という概念を許

容するだけで，日本の国会を含む議院内閣制議会における審議の意味を，

極めてスムーズに説明できることである。ここで，前述したウェストミ

ンスター型議会の原型である英国議会を考えてみたい。Strøm（1990）

は野党の影響力を指標化しているが，それによれば，英国はアイルラン

ドとともに最低に位置付けられる。つまり，英国議会は世界で最も審議

に意味のない議会と言えそうである。それにもかかわらず，英国では内

閣に院内幹事長（Chief Whip）と呼ばれる役職が置かれ，議事日程の決

定等に当たっている。もちろん，その職務は形式的であり，政策的アウ

トプットに実質的な影響を及ぼすものではないとの批判もあろう。しか

し，ここで強調すべきなのは，そうした役職が長い時間存置されてきた

という歴史的経緯そのものである。そこに何らかの「意味」なり「価値」

が付与されているからこそ，今日まで存置されてきたのである。

ここで想起されるのは，社会科学の研究アプローチとしての「説明」

に対置されるところの「解釈」であるが，筆者は，ここで解釈アプロー

チの有用性をことさら強調するものではない�。むしろ，制度概念を拡

張することで，新制度論の枠内での「説明」が可能であると考えている。

一例として，国会の会期制度に関する「説明」を考えてみよう。

国会の会期は，審議時間を制限することによって法案間に優劣を付す

ことを余儀なくさせるが，それは与党の議事運営権の重要性を強めるこ

�　社会科学の分析方法論については野村（2017）参照。
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とにつながり，結果的に与党が望む政策でなければ成立しないという

形で与党の地位を保障する制度だという主張がある（増山 2003）。確か

に，これであれば合理的選択制度論から会期制度が維持されている背景

を説明できる�。しかしながら，それならば望ましくない法案は提出し

なければよく，提出されたとしても審議しなければよいとの反論が容易

に想定される。現に，議員立法の多くはそうした扱いを受けている。ま

た，自民党に限らず，一度政権を担当した民主党も，事前審査を可能と

する党内機関を設置していた�。こうした制度が議院内閣制と親和的な

ものとして選択されたのならば，そちらで法案選別を強化すればよいと

の反論も可能である。つまり，国会制度の変更が容易ならざるのであれ

ば，変更可能な制度はほかにもある。そうだとすると，限られた会期の

中で審議を余儀なくさせる何らかの制度を措定する方が，違和感のない

「説明」が可能となる�。

もっとも，前述のように，アクターの行動だけではなく，制度までも

合理的に選択できるとする限り，非公式制度という概念と合理的選択制

度論は両立し得ない。それゆえ，公式制度としての会期制度が維持され

ている理由についても，そうした説明をせざるを得ないという事情があ

る。結論として，パターンＣＤに該当する審議が成り立つためには，非

公式制度という概念を認めることが必須となる。新制度論モデルにも

��　本稿の射程外であるが，ここでは会期制度が導入された歴史的経緯を無視し

ている。すなわち，そうした説明は結果論に立脚するものではないかとの批判

も想定されるのであるが，そもそも合理的選択制度論自体が結果論に立脚して

いるとも言える。たとえば，Peters（2012: 31）参照。

��　民主党政策調査会については濱本（2015）参照。

��　多数者が少数者の権限行使を許容する理由についても同様であり，合理的選

択制度論からは，多数者の効用を最大化する公式制度のみが選択されると捉え

るしかないが，非公式制度という概念を認めれば，歴史的に形成された各種の

制度が，多数者のフリーハンドを制限していると捉えることが可能となる。
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様々登場しているわけであるが，少なくとも非公式制度という概念を認

めるモデルからの議会研究も促される必要があるだろう。

なお，パターンＣＤのような審議類型はあり得ず，考慮しなければよ

いとの反論も想定されるのであるが，前述した通り，時間をなるべく節

約したい資源と捉える時間割引因子が成り立つためには，審議を余儀な

くさせる原理を措定することが，やはり必須なのである。むしろ，時間

割引因子の理論が成り立つ条件を積極的に探るためにも，非公式制度と

いう概念を認める必要があると考えるのである。

Ⅴ　審議類型が異なる要因

ここまで，審議時間と効用の関係，すなわち審議を行おうとする議会

運営当事者たちの動機には四つの可能性があり，そのいずれにおいても，

審議に時間を割くよう促すとともに，適切と見られる時間で審議を打ち

切らせる何らかの制度的強制力を措定すべきことを確認した。いわば，

立法（政策形成）過程における手続的制約が，審議時間の可変部分をど

のように変化させるかについて検討した。最後に，法案（政策）そのも

のの実体的制約が，審議時間と効用をめぐる４パターンのいずれを選択

させるかという論点についても検討しておきたい。

この論点こそ，従来の国会研究で触れられることなく，それゆえ限界

を画す要因になってきたと言えよう。と言うのも，政策そのものの実体

的制約の分析は，広義の政治学に含まれるとはいえ，厳密には政策科学

の役割と認識されてきたからである。したがって，議院内閣制議会にお

ける審議の機能を明らかにしようとするならば，立法過程の分析だけで

は不十分だということである。立法過程研究と政策科学的研究を架橋す

る分野として，立法学の定立が唱えられて久しい。

立法学は，政策科学と同様，体系化の可能性について疑問視される向
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きもある分野である。そうした中，中島（2014）は，立法学への貢献の

仕方に応じて先行研究を７分類し，それらをさらに５分類にまとめた上

で，最終的には立法過程論，立法政策論，立法技術論を中心に体系化で

きる可能性を示唆している（15－22）。それ以上に注目されるのは，野党

の抵抗手段を紹介する文脈で，政策の決定・執行に残された制約時間を

意味する「可処分時間」には，「政策そのものに内在する有効期間」「会期」

「選挙」の３種があるとしている点である（225－６）。「政策そのものに

内在する有効期間」とは，「何時までに手を打たないと間に合わないか，

政策が実効性を持ちうる期間は何時から何時までかといった，政策のい

わゆる賞味期限」だと言う。そして，「一般的には，早く着手できるこ

とが望ましいが，逆に，決定が遅れることによって，その間に解決すべ

き事態が沈静化することもある」とする。ここから明らかなのは，従来

の国会研究が着目した時間的制約は「会期」「選挙」のみであり，その

限界を克服するためには，「政策そのものに内在する有効期間」を分析

可能な形にモデル化することが不可欠ということである。

政策自体の有効期間と言う場合に想起されるのは，予算執行に必要と

される予算関連法案であろう。一定の期日までに成立しなければ政策の

実施が不可能となる法案は「日切れ法案」と呼ばれるが，榊（2011）に

よれば，常会に提出される閣法については，「日切れ＝３月末に現行法

が失効するもの」「日切れ扱い＝法律案の性格上３月までに成立しない

と実質的に支障を生ずるもの」「期限切れ＝４月以降（会期中）の特定

の時期までに成立しないと支障を生ずるもの」という３区分で，与党の

国会対策委員会に説明される（192）。この場合，期限があるという点で

の違いはなく，例の４パターンに当てはめて考えれば，パターンＣの傾

き（効用減少のペース）が異なるだけということである。

もっとも，逆に効用が増加するパターンＡと，効用が定常なパターン

Ｄに該当するためには，少なくとも予算関連法案ではない（時間的な余
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裕がある）ことが必要ということでもある。また，パターンＡとパター

ンＣの折衷とも言えるパターンＢは，予算関連法案である場合もあれば，

そうでない場合もあるということである。

すでに検討した通り，パターンＡの審議に該当するためには，審議に

対する義務感と議決結果に対する信念が揃わなければならない。こうし

た法案には，たとえば政党（与党）のイデオロギーに深く関わり，他党

（野党）の賛成を得るのではなく，むしろ他党との相違を明確化すべき

と判断されたものが該当するだろう。一方のパターンＤは，一見想起し

にくい類型であるが，たとえば閉会中審査（継続審議）となり，次回以

降の国会に成立が持ち越されるような法案が該当するかもしれない。す

なわち，成立が急がれるわけでもない中長期的政策課題に対応するため

の法案で，たとえば審議に数ヶ月かけるか２年かけるかで効用に大した

増減はないような場合である�。

残るパターンＢに該当する法案は，何らかの理由で審議の見通しがつ

かない法案であるが，それだけ論争的な法案ということである。ここで

の例は，言うまでもなく本稿冒頭で例示した安保関連法案である。効用

を内閣支持率で表せるとすれば，その下落を招いた与党の国会運営は，

効用を最大化するポイントを見極められなかったという点において，一

時的に失敗したことになる。こうした事例は，研究のしやすさという点

においても注目されやすいが，それだけ稀な事象であるという点は，す

でに理論的に検討したところである。

どのパターンに該当する法案であるかは，その政策内容に対する国会

運営当事者たちの判断にかかっているが，そうした判断がどれほど精確

になされているかを外部から観察することは可能だろう。たとえば，国

��　こうした事例は議員立法でよく見受けられるかもしれないが，政府立法（閣

法）であっても，たとえば犯罪の罰則や税制に関する法案等をめぐっては，む

しろ性急な審議・成立が非難される可能性もある。
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会運営当事者たちが過去の法案審議を十分に参照し，審議の見通しを精

確に立てられるとともに，審議の見通しを立てにくいパターンＢのよう

な法案が少ないほど，標準的な法案が多いということになり，審議時間

に関する確率密度関数 は，平均を中心とした正規分布を描くはずで

ある。それに対し，パターンＢのような法案が多くなったり，逆に審議

が急がれるパターンＣのような法案が多くなったり，確率密度を変化さ

せる要因が働くと，分布は左右どちらかに歪んだものとなるだろう。審

議時間を として図示すれば，図５のようになる。こうした点に着目して，

各種の統計解析手法を用いれば，野党の賛否といった議決結果と審議時

間の関係についても，より詳細に明らかとなるのではないだろうか。

Ⅵ　おわりに

本稿は，国会審議について様々な検討を加えてきたが，その目的は一

貫したものである。すなわち，国会運営当事者たちは，どんな動機をもっ

て審議を行っているのかについて，広く議院内閣制の帰結もふまえなが

図５　提出法案の内容に応じた確率密度関数の分布予測
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ら，理論的に納得できる説明を試みるということである。その場合，新

制度論モデルが有用であることは言うまでもないが，冒頭で断った通り，

決して合理的選択制度論の範疇には収まらなくなる。たとえば，非公式

制度という概念を認めるのであれば，社会学的制度論等も視野に入れる

必要が出てくるかもしれない。

本稿が最も強調したかったことは，法案の審議過程それ自体も，決し

てランダムな選択の結果ではなく（もちろん，パターンＢのように，そ

うした事例も少数ながらあるが），国会運営当事者たちが何らかの規範

に依拠した結果ではないかということである。これまで，国会研究を含

む議会研究では，法案の議決結果に着目する傾向が強く，冒頭で述べた

通り，そこに至る審議過程でどんな手続が選択されるのかという点に関

しては，あくまで付随的に扱われる傾向が強かった。審議過程は，それ

自体が独立的に研究されるべき対象である。

とは言え，特に議院内閣制議会において，「なぜ審議するのか」

という疑問は世界共通であるとともに，容易に答えが出そうもない。

Bächtiger（2014）は，そうした疑問に向き合った先行研究を三つの流れ

に整理している。第一に，次期選挙へ向けた支持調達のためなど，あく

まで合理的選択の結果と捉える研究，第二に，幅広い合意を形成するた

めなど，審議に積極的な意義を見出そうとする研究，そして第三に，審

議することそれ自体を一種の儀礼化の結果と捉える研究である。本稿で

検討した審議時間と効用の４パターンをふまえると，どの研究も妥当で

あるに違いない。つまり，それらの成果は決して相互排他的ではなく，

議会審議の動機にも複数あり得ることを確認しているということである。

成立の見込みが低い議員立法の提出（Brunner 2013）や，議決結果を

見通せている中での発言の動機（Proksch and Slapin 2012）など，議院内

閣制議会における一見「意味」のない政党や議員の行動は，世界の議会

研究で共通の関心事となりつつある。そして，そうした関心は，われわ
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れにとって身近な日本の地方議会に対しても向けることができる。国会

以上に意義が問われている地方議会であるが，自治体によっては多様な

取組みがされている。その多くは，首長提案の議案に反対するといった

権限の誇示ではなく，質問の活発化といった審議の見直しである。そう

した動きが評価される場合，それは議決結果とは切り離された，審議過

程そのものに何らかの意味が見出された結果である。

国会にせよ地方議会にせよ，その形骸化や没個性化が指摘されている

が，他方で，制度的に強い権限が付与されているのも事実であり，形骸

化しているように見える普段の活動の中に，強い影響力が垣間見える可

能性もある。2017年衆院選の結果，安倍政権は継続することとなった。

冒頭で引用した189国会のように，強い政権基盤を有しても，なお国会

審議には相応の配慮を払うのか，それとも忌避する，すなわち非公式制

度の変更を迫ろうとするのかは，今後の注目すべき点であろう�。その

先に，真の意味で形骸化したのか否かも明らかとなるはずである。
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